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からたちこどもえん 重要事項説明書 

教育・保育の提供の開始にあたり、からたちこどもえん（以下「本園」という。）が利用者に説明すべき内容

は、次のとおりです。 

１．施設の目的及び運営の方針 

○ 運営主体 

名  称 社会福祉法人 恵満生福祉会 

所 在 地 熊本県熊本市西区河内町河内2946 

電 話 番 号 ０９６－276－1186 

代表者氏名 理事長 初瀬 基樹 

○ 施設の概要 

施設の種類 幼保連携型認定こども園 

施設の名称 からたちこどもえん 

施設の所在地 熊本県熊本市西区河内町河内2946 

連 絡 先 
ＴＥＬ ０９６－276－1186 

ＦＡＸ ０９６－276－1202 

園長氏名 初瀬 基樹 

対象児童 生後6ヶ月～小学校就学前の児童 

利用定員 １号認定 15名 ２号認定 21名 ３号認定 9 名 

開設年月日 
認可保育所  1980（昭和５５）年 ４月 １日～ 

幼保連携型認定こども園  2023（令和５）年 ４月 １日～ 

○ 事業の目的・運営方針 

  本園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満３歳以上の子どもに対する教育並び

に保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよ

う適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うこと

を目的とし、次に掲げる運営方針に基づき、教育・保育を提供します。 

本園は、理念を「子どもと共に生きる」とし、子どもたちが現在を最もよく生き、よりよい未来を作り

出す力の基礎を培う場所として、また、子ども、おうちの方々、保育者、地域の方々、たとえ離れてい

ても想いで繋がっている方々、そのだれもが一人の人間として、それぞれの主体性が尊重され、対話

（コミュニケーション）を通してお互いを認め合いながら、「自分らしく誇りを持って幸せに生きてい

く」ための力を育んでいく場所でありたいと願っています。 

本園の方針は、「一人ひとりがかけがえのない存在」として、お互いの存在そのものを喜ぶことによ

り、誰もがすべての根底に必要な「安心感」を得られるようにします。また、その安心感をベースに「人

は自ら育つ力を備えており、自ら成長したいと願っている」という信念に基づいて、その成長する力

を信じ、必要な支援を行い、子ども、保育者、おうちの方々、地域の方々、みんなが共に育ち合ってい

けるように、さまざまな対話・コミュニケーションを通して民主的に実践を深めていきます。 

本園は、条例が定める職員や設備の基準その他関係法令等を遵守します。
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２．提供する教育・保育の内容 

 本園は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づき、次に掲げる教育・保育その他の便宜の提供

を行います。なお、園児が心身の状況によって履修することが困難な各教科は、その園児の心身の状況

に適合するよう配慮します。 

○ 特定教育・保育 

《特色》 

「学ぶこと、それはその子どものアイディンティティ（そのひとにとってゆずれないもの）をつくるこ

と」・・・人は何のために学ぶのか、それは「自分が自分の人生の主人公として、自分らしく誇りを持っ

て幸せに生きていくため」と考えます。文字を覚えたり、数字を数えたりするだけでなく、こまやけん

だま、ブロックに積み木、お絵描きに粘土、どろんこ遊びに鬼ごっこ、歌や踊り、木登りしたり、お散歩

に行ったり、ご飯を食べたり、お昼寝をしたり、おもらしやケンカだってすべてが学び。自分はどんな

ことが好きで、どんなことが嫌いなのか。どんなことが得意でどんなことが苦手なのか、どんなとき

に幸せを感じるのか、どのように生きていきたいのか、生きていくための指針になるものとの出会

い、生きるための構え、「これだけはゆずれない」というプライドなどなど、人はさまざまな環境やい

ろんな人との出会い、経験を通して、「自分」というアイデンティティを形成していきます。そのために

大切なのが、「夢中になって遊ぶこと」。 

「夢中になって遊ぶことで、子どもは『自分』になる」子どもたちは夢中になって遊ぶなかで、様々な

ことを発見し、学び、身につけながら、「自分」というものを築いていきます。ですから、当園では「夢

中になって遊ぶ」ことを保育の中心に据えています。

豊かな自然に恵まれた立地条件を生かし、散歩に出かけて自然に親しむことができます。 

プレイパーク（冒険遊び場）のような手作りでユニークな遊具がいっぱいの園庭で思う存分体を動か

して遊ぶことができます。 

一人遊び、数人での遊び、大人数での遊びなど、遊びに適したさまざまな遊具を揃え、充実した環境

を構成することにより、子どもたちは自らの興味、関心にしたがって、自分の好きなときにコーナー

に行って、やりたいことに心ゆくまで夢中になって取り組むことができます。 

アトリエには、週に一度、アトリエリスタ（芸術家）が来園し、本物の芸術に触れたり、いっしょにアート

を楽しんだりすることもできます。 

「哲学対話」など、子どもと対話する時間を大切にし、「正解」を求めるのではなく、「いろんな答えが

ある」「考えることが楽しい」「考え方は人によって違う」「違いがあるからおもしろい」といった経験を

積んでいきます。 

老若男女、さまざまな大人が園にいることで豊かなかかわりを生み出します。 

園の創立以来、根底に流れるキリスト教の精神にもとづいて、形式的なものではない真の愛にあふ

れた暮らしを大切にしています。 

《教育・保育形態》 

「環境による保育」により、子どもたちの自主性、意欲、主体性が尊重され、集中力、好奇心、持続力、

向上心などなど非認知能力と呼ばれるようなものも育ちやすくなります。 

異年齢保育（すくすく0～2歳児・きらきら3～5歳児/すくすくときらきらも自由に行き来できます）

により、多様性が受け入れられやすく、安心感を持って生活ができ、「待つ」「譲る」「折り合う」といっ

た人とかかわる力が育ちます。 

０・１・（２）歳児は「育児担当制」により、園における生活面での情緒の安定を図ります。 
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「Lｅａrｎｉｎｇ Ｓｔｏrｙ」というドキュメンテーションを日々の記録として作成し、電子連絡帳を用いて、

職員間だけでなく家庭とも共有し、さらには個別にファイリングして保育室に備えています。いつで

も、だれでも、そのファイルを見て、その子の成長の姿を振り返ることができます。そうすることで、

お互いに成長を認め合い、一人ひとりの「その子らしさ」が尊重され、卒園してからも「自分らしく誇

りを持って幸せに生きていくための力」を蓄えていくことができます。 

《保育目標》 

健康でバランスのとれた心と体の発達を促す。 

保育者や保護者との安定したかかわりの中で、自分を愛し、人を愛し、神を愛する心を育てる。 

自然に触れ、さまざまなものに出会いながら、好奇心を育み、発見する楽しさ、学ぶ楽しさ、創造する

楽しさを知る。 

友達とのかかわりの中で、充分に自己発揮しながら、自己統制力もバランスよく身に付けていく。 

自分のやりたいことを見つけ、意欲を持ってとことん取り組む中で集中力を養い、やり遂げた満足感

を充分に味わって自己肯定感を育んでいく。 

さまざまなことを実際に体験することで、生きた知識を身につけ、豊かな感性、豊かな表現力を育む。 

○ 食事の提供 

献立表は毎月別途お知らせします。 

アレルギー対応を行っています。食物アレルギー等、体質に合わない食材があれば必ず事前にご相

談ください。 

《提供時間》 

 提供日 午前間食 昼食 午後間食 

０歳児 月～土曜日 9時00分頃 11時 00分頃 14 時30分頃 

１歳児 月～土曜日 9時00分頃 11時 20分頃 14 時30分頃 

２歳児 月～土曜日 9時00分頃 11時 20分頃 14 時30分頃 

３歳以上児 

（１号認定） 
月～金曜日  11 時 50分頃 14時 50分頃 

３歳以上児 

（２号認定） 
月～土曜日  11 時 50分頃 14時 50分頃 

○ 子育て支援事業 

    本園では子育て支援事業として、次に掲げる事業を実施しています。 

・ 地域の子育てに悩む家庭のために相談を受け、必要な情報の提供及び助言を行う。 

・ 園庭を開放し、当該家庭からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う。 

○ 延長保育（在園の2号・3号認定子ども）/ 預かり保育（在園の 1号認定子ども）/ 一時預かり（在園児以外） 

・ ２号・３号認定子どもの、通常利用時間外の延長保育を実施しています。 

・ １号認定子どもの、通常利用時間外及び長期休業日等の預かり保育を実施しています。※利用

時間及び利用料は5～6ページをご覧ください。 

・ 非在園児に対しても、一時預かりを実施します。（要事前相談） 
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《施設及び設備》 

・敷地及び園舎 

敷 地 
敷地全体 1,405.55㎡ 

園庭 752.22㎡ 

園 舎 
構 造 鉄骨造 1部2階建  昭和 55年築

延べ床面積 444.62㎡ 

・主な設備 

設備 部屋数 面 積 備  考 

乳児室・ほふく室 1 室 21.29㎡ 人数に応じて隣接する保育室も利用 

保育室 3 室 191.24㎡ 
すくすく・きらきら（分割可） 

食事ルーム 

調理室 1 室 32.49㎡  

事務室 1 室 40.39㎡  

３．職員について 

○ 職種、員数及び職務の内容 

職 種 常勤 非常勤 職務の内容 

園長 1 人  統括 

副園長 1 人  園長の補佐、その他庶務 

主幹保育教諭 1 人  園務の一部整理、保育業務、子育て支援 

保育教諭 6人 1 人 保育業務 

講師  1 人 アトリエリスタ 

調理員 1 人 1 人 調理業務 

※ 職員数は変動する場合がありますが、市が条例で定める教育・保育の提供に必要な職員数以上の

職員を常に配置しています。 

※ 必要に応じて、栄養士、事務員等を置くことがあります。 

※ 常勤・非常勤の内訳は、職員の異動に伴い変動する場合があります。 

※ ローテーションにより、各保育教諭の勤務日及び勤務時間帯は異なります。 
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４．教育・保育を行う日・時間 

○ 通常利用時間 

利用区分 利用時間 休業日 

１号認定子ども 
月～金曜日 

8：30～16：30 

・土曜日 

・夏季休業 8月 10日から 8月20日まで 

・冬季休業 12月25日から翌年 1月 7日まで 

・年度末 2日間 

・日曜日 

・祝日（国民の祝日に関する法律に規定する日） 

２号認定子ども 

（標準時間） 

月～土曜日 

8：30～18：30 

・日曜日 

・年末年始（１２月２９日から１月３日） 

・祝日（国民の祝日に関する法律に規定する日） 

２号認定子ども 

（短時間） 

月～土曜日 

8：30～16：30 

３号認定子ども 

（標準時間） 

月～土曜日 

8：30～18：30 

３号認定子ども 

（短時間） 

月～土曜日 

8：30～16：30 

※ 当園が定める教育標準時間認定（1号認定子ども）に係る特定教育・保育時間において、やむを得

ない事情により保育・教育を必要とする場合は、次の時間帯で預かり保育を提供します。 

① 7：30～8：30まで ② 16：30～19：00 まで 

※ ２号・３号認定子どもに実際に保育を提供する日及び時間帯は、就労時間その他保育を必要とす

る時間を勘案し、本園との協議のうえで保護者ごとに個別に決定します。

※ 教育・保育上必要があり、または、やむを得ない事情があるときは、休業日に教育・保育を行う場

合があります。

※ 非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に休業日とする場合があります。

○ 延長保育事業 

利用区分 利用時間 利用料 

２号・３号 

認定子ども 

（保育標準時間） 

18時 30分から 

19時00分まで 

100円 

（30分当たり） 

おやつ代 

100円（1食分） 

２号・３号 

認定子ども 

（保育短時間） 

７時 30分から 

８時30分まで 100円 

（30分当たり） 

おやつ代 

100円（1食分） 16時 30分から 

19時00分まで 
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○ 預かり保育（1号認定子ども） / 一時預かり（在園児以外） 

利用区分 利用時間 利用料 

１号認定子ども 

（月～金曜日） 

７時 30分から 

8時30分まで 

16時30分から 

19時00まで 

100円 

（30分当たり） 

おやつ代 

100円（1食分） 

一時預かり（半日） 
９時 00分から 

13時00分まで 

1,000円 

（1 回当たり） 

昼食代 

200円（1食分） 

一時預かり（一日） 
９時 00分から 

17時00分まで 

2,000円 

（1 回当たり） 

昼食代 

200円（1食分） 

おやつ代 

100円（1食分） 

（1 号認定子どもの土曜日、長期休業期間の利用） 

 原則として土曜日、夏季休業、冬季休業等の期間の利用はありませんが、仕事の都合等でどうしても利用

が必要な場合は、オプションとして半日 1,000円（1 日 2,000円）で利用できます。ただし、土曜日利用

依頼書、夏季保育、冬季保育利用依頼書を提出してください。 

※ 必要に応じて別途昼食代、おやつ代を徴収します。 

※ 昼食代 140円（主食込み、1食分） 

※ おやつ代40円（1食分）・・・1 日利用の場合 

（一時預かり利用）※在園児以外 

※ 必要に応じて別途昼食代、おやつ代を徴収します。 

※ 昼食代200円（主食込み、1食分） 

※ おやつ代 100円（1 食分） 

５．保育料等 

○ 利用者負担（基本保育料） 

 毎月の基本保育料は以下のとおりとします。 

・ 金額    居住地の市町村が収入に応じて定める額 

・ 支払方法  口座振替 

・ 引落し日  毎月 10日（土日祝日の場合は、翌営業日） 
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○ 実費徴収額 

教育・保育の実施にかかる実費分として、以下の金額を徴収します。 

利用区分 費用の種類 使途・目的 納付額 納付時期 

1 号認定子ども 

2 号認定子ども 
副食費 

昼食時の副食費 

及びおやつ代 

月額 3,600 円 

月額 4,500 円 

（＋振込手数料）

毎月 10 日 

（口座引き落とし） 

1 号・2 号 

認定子ども 

連絡帳 

※電子連絡帳を使

用しない場合 

園での様子、家庭での様

子を相互に伝え合うため 
1 冊 100 円 随時 

3 号 

認定子ども 

連絡帳 

※電子連絡帳を使

用しない場合 

園での様子、家庭での様

子を相互に伝え合うため 
1 冊 200 円 随時 

1 号・2 号 

認定子ども 

シール帳 

（シール代込み） 

登園した日の日付にシー

ルを貼るため 
1 冊 600 円 年に 1回 

1 号・2 号 

認定子ども 

（年長児） 

卒園アルバム 

在園中の写真や日々の記

録（ラーニングストーリ

ー）を綴じたもの 

1 冊 5,000 円 

卒園時 画像、動画等デー

タＤＶＤ-Ｒ 

在園中の画像や動画のデ

ータをまとめたもの 
1 枚 300 円 

文集（宿泊保育・卒

園） 

宿泊保育の文集 

卒園文集 
1 冊 1,000円 

基本保育料及び副食費に関して 

※ 途中入退園の 1号及び2号認定子どもの場合、副食費は（180円×在籍日数）とします。 

※ 副食費に関して、欠席等による日割り計算は行いません。 

※ 毎月その月分の基本保育料及び副食費について、当園が指定する期日(10日)に口座振替により支払

っていただきます。なお、領収証は発行しないものとしますが、口座振替が行われた事実について、書

面による証明が必要な保護者には証明書もしくは領収証を発行します。 

※ 口座振替の手続きが金融機関等の都合で間に合わなかった場合、又は途中入園児の基本保育料及び

食事の提供に要する費用の徴収方法並びに途中退園児の基本保育料及び食事の提供に要する費用の

返還方法については、保護者と話し合いの上、決定します。 

※ 当園が指定する期日に口座振替ができなかった場合は、あらためて当園が指定する期日までに当園

の指定口座へ振り込みにより支払っていただきます。なお、振り込みに係る手数料は保護者の負担と

なります。口座振替ができなかったときでも引き落とし手数料が発生するため、その分も振り込みに

より支払っていただきます。 

※ 利用料の未納が 1か月以上に及んだ場合、当園の提供する特定教育・保育等の利用または登園を停

止させていただきます。引き続き利用料を納付されない場合は、市町村長と協議の上、退園となる場

合があります。当園は、退園後も未納分の利用料について請求します。 

※ 上記のほか、親子遠足等での保護者分のバス代など、必要に応じて実費を徴収させていただくことが

あります。 
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○ 現物徴収 

利用区分 費用の種類 使途・目的 納付量 納付時期 

1 号・2号 

認定子ども 
主食分お米 

昼食の主食として園で

炊いて提供 
お米 10合 毎月 

６．利用定員 

○ 年齢別利用定員 

利用区分 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計 

１号認定    5 名 5 名 5名 15 名 

２号認定    7 名 7 名 7名 21 名 

３号認定 3名 3名 3 名    9 名 

○ 学級編制 

すくすく / ひかり(０歳児) つぼみ(１歳児) すみれ(２歳児)  

きらきら / ひばり(３歳児) めだか(４歳児) つくし(５歳児) 

※ 多様性が受け入れられやすく、安心感を持って生活ができるように「異年齢保育」を行います。 

※ さらに0・1・（2）歳児については、「育児担当制」により。生活面において情緒の安定を図ります。 

※ 年度によって、すみれ(２歳児)がきらきら（３・４・５歳児クラス）へ進級することもあります。 

※ １学級の園児の数は３５人以下を原則とします。 

※ 各学級には、保育教諭を一人以上配置します。 

７．利用の開始及び終了に関する事項 

○ 入園 

 本園を利用するにあたっては次の手続きが必要です。 

・ １号認定：本園に直接、お申込ください。定員を超える利用希望がある場合には、当園の基準により

選考を行います。 

・ ２号・３号認定：「教育・保育給付支給認定申請書兼保育施設等利用申込書」に必要事項を記載し、就

労証明書等を添付のうえ、熊本市が定める期限までに本園に提出してください。熊本市の利用調整

により、入園が決定しますので、入園できない場合もあります。 

・ 入園が決定した場合には、本園との利用契約を締結していただきます。 

○ 退園・転園・休園 

・ 退園を希望する場合は、退園日の３週間前までに、退園届を提出してください。 

・ 転園が決定した場合は、すみやかに退園届を提出してください。 

・ 市外に転出する場合は、事前に職員へお伝えください。 

・ 2号・3号認定子どもの休園に際しては、原則、熊本市が定める期間（およそ 1ヶ月程度）までとし、

事前の届出が必要です。 

・ 園児が特定の感染症等に感染した場合には、感染症対応マニュアル及び主冶医の指示等により、本

園において登園時期を検討します。 
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○ 利用の終了に関する事項 

  本園は、以下の場合には教育・保育の提供を終了いたします。 

・ 園児が小学校就学の始期に達したとき。 

・ 児童の保護者が、市町村が定める支給要件に該当しなくなったとき 

・ その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき

８．緊急時の対応及び非常災害対策 

○ 緊急時の対応 

管轄警察署 熊本南警察署 （ 南区十禅寺3-3-28  電話 096-326-0110 ） 

河内駐在所 （ 西区河内町船津2032-6  電話 096-276-1382 ） 

もよりの病院 堀尾内科医院 （※園医さんではありません） 

（ 西区河内町船津2945-1  電話096-276-1515 ） 

対応方法 園児に健康状態の急変等の緊急事態が発生した場合には、速やかに園児の家族

等に連絡をするとともに、園児の主治医、園医等に相談する等の措置を講じます

が、緊急でない場合は、原則として保護者の判断にお任せします。 

一斉連絡方法 電子連絡帳システムにより、緊急時には情報を一斉配信しますので、電子連絡帳

の利用にご協力ください。 

本園の対策 ＡＥＤ設置 

防犯カメラ、見守りカメラの設置 

事故防止に関する定期的な職員研修の実施 

○ 非常災害対策 

消防計画 
熊本市西消防署 平成21年 4月 14日届出 

防火管理者： 初瀬基樹 

避難訓練 火災等を想定した避難訓練を毎月実施します。 

防災設備 自動火災報知設備・誘導灯・消火器 

避難場所 第１避難： 園庭 第２避難： 園周辺の畑もしくは裏山の農道等 

園児の引渡し 上記避難場所の、より安全な場所で職員が行います。 

※ 当園は土砂災害警戒区域内に所在しているため、別途「土砂災害に関する避難確保計画」を作成

しています。 

＜土砂災害避難確保計画より抜粋＞ 
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【レベル3】が発令されたとき 

「電子連絡帳」「LＩＮE」等で、「休園」や「開園時間の変更」「早めのお迎え」等を呼びかけさせていただ

きます。いずれも未読の方は、職員が直接電話連絡をさせていただきます。 

【レベル4】が発令されたとき 

開園前に発令された場合は、原則保育は行いません。大至急、お近くの避難所へ避難してください。

（発令の解除の時間次第で保育開始のお知らせをします。） 

保育時間中に「レベル3」が発令され、そのまま「レベル4」になった場合は、在園のお子さんと一緒

に至急「河内公民館」へ避難します。到着後、保護者の方へ連絡させていただきます。保護者の方自

身も、大至急近くの避難所へ避難してください。 

９．虐待の防止のための措置 

当園は虐待防止対応マニュアルを策定し、子どもの人権の擁護・虐待の防止のため次の措置を講ずる。 

（1） 人権の擁護、虐待の防止等に関する必要な体制の整備 

（2）職員による園児に対する虐待等の行為の禁止 

（3）虐待の防止、人権に関する啓発のための職員に対する研修の実施 

（4） その他虐待防止のために必要な措置 

２ 虐待等の行為とは、児童福祉法第33条の 10各号に掲げる行為その他子どもの心身に有害な影響を

与える行為をいう。 

３ 当園は、教育・保育の提供中に、当園の職員又は養育者（保護者等園児を現に養育する者）による虐待を

受けたと思われる園児を発見した場合は、速やかに、児童虐待の防止等に関する法律（平成 12年５月

24日法律第82号）の規定に従い、児童相談所等適切な機関に通告する。 

１０．要望・相談・苦情等の受付 

本園では、要望・相談・苦情等に係る窓口を以下のとおり設置しています。 

本園ご利用 

相談窓口 

受付担当者  副園長    初瀬恵美 

解決責任者  園 長    初瀬基樹 

電話番号   ０９６－276-1186 

ＦＡＸ    ０９６－276-1202 

E メール   ｋａrａｔａｃｈｉ@ｍｔｇ.ｂｉｇｌｏｂｅ.ｎｅ.ｊｐ 

※ 担当者が不在の場合は、本園職員までお申し出ください。 

第三者委員 

建
たち

川
かわ

 美徳
みのり

電話番号： 096-365-4150 

役職・肩書等： さくらんぼ保育園 園長 （当法人評議員）  

古川
ふるかわ

 豊
ゆたか

電話番号： 096-329-2525 

役職・肩書等： かおるこども園 園長（当法人評議員）  

※ 本園では、上記のほか、園内に要望・苦情等に係る投函箱を設置しています。 
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１１．利用者に対しての保険の種類・保険事故・保険金額 

本園では、以下の保険に加入しています。賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行

います。 

保険の種類 ほいくのほけん(全国私立保育園連盟) 

保険の内容 大型セットプラン（園賠償責任保険、園児団体傷害保険） 

保険金額 

１２．守秘義務及び個人情報の取扱いについて 

園児及びその保護者等に係る個人情報については、以下の目的のために必要最小限の範囲内において

使用します。 

・ 小学校への円滑な移行・接続が図れるよう、卒園に当たり、入学先の小学校との間で情報を共有する

こと。 

・ 市町村が認定した世帯所得に基づく毎月の基本保育料の情報は、給付事務に必要な範囲に限って利

用すること。 

・ 他の保育所等へ転園する場合その他兄弟姉妹が別の施設等に在籍する場合において、他の施設との

間で必要な連絡調整を行うこと。 

・ 緊急時において、病院その他関係機関に対し必要な情報提供を行うこと。 
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１３．提携する医療機関等 

種類 園医（小児科） 園歯科医 

病院名 ぺえ小児科内科医院 ひろた歯科医院 

所在地 熊本市南区八分字町89-1 熊本市西区河内町船津2111-4 

院長名 裵 德也先生 廣田達也先生 

ＴＥＬ 096-227-3163 096-276-1080 

※ このほか、園薬剤師による園の環境衛生の維持改善に関する指導助言、職員及び保護者への相談・指

導を行っています。 

１４．園からのお願い 

 本園の利用にあたっては、以下の事項にご協力ください。 

・ 園の敷地内はすべて禁煙です。 

・ 利用者の思想、信仰は自由ですが、他の利用者に対する宗教活動、政治活動及び営利活動はご遠慮く

ださい。 

＜送迎時の注意事項＞ 

・ 保護者（おうちに一緒に住んでいらっしゃる方）が送り迎えをすることを原則にしています。都合でお

迎えを他の人に依頼する場合は、事故防止（誘拐などの）のためにも必ず、事前に園に連絡を入れてく

ださい。 

・ 事故、盗難防止のため、車のエンジンを止め、カギを抜いて、車のドアをロックしてください。 

・ きょうだいの下のお子さんなどを車の中に残してこないようにしてください。 

・ 送迎時にはおうちの方も必ず、園内（クラス内）まで足を運んで、担任もしくは園の職員に声をかける

ようにして下さい。担任がお子さんの登園、降園を確認し、常に園にいる子ども達の人数を把握してお

くためです。くれぐれも黙ってお子さんだけを園に置いていかれたり、黙って連れて帰ったりなさいま

せんようにお願い致します。 

・ 毎朝、登園時に保育者と保護者、子どもで一緒に、「検温」と「健康チェック」を行っております。少し時

間に余裕を持って登園してください。 

・ 園庭の扉は出入りした後、必ず扉上部の鍵を閉めるようにしてください。 

・ 通常は9時までに登園するようにして下さい。諸事情で登園が遅れたり、お休みしたりする場合など

は9時 30分までに園の方にご連絡下さい。（食事の準備やクラスの活動に影響します。何らかの事

情でその時間までに連絡が出来なかった場合でも、後からで構いませんので、必ず連絡をお願いしま

す。） 


